
 

１ 改 正 の趣 旨  

○動 物 の愛 護 及 び管 理 に関 する法 律 が平 成 ２５年 ９月 １日 に改 正 される予 定 で、動 物 取 扱 業 に

対 する規 制 の強 化 及 び動 物 の飼 い主 等 に係 る責 務 の追 加 、動 物 に係 る罰 則 の強 化 など動 物

の愛 護 と適 正 飼 養 について更 なる推 進 が図 られることになります。 

○また、本 市 においても、動 物 を飼 う家 庭 の増 加 に伴 い、動 物 に起 因 する生 活 環 境 の被 害 や、

不 適 正 な飼 養 に起 因 する苦 情 相 談 の増 加 等 が課 題 となっています。 

⇒法 の改 正 に対 応 するとともに、本 市 における動 物 に係 る課 題 を解 決 するため「川 崎 市 動 物 の愛

護 及 び管 理 に関 する条 例 」等 を改 正 します。 

２ 条 例 等 の位 置 づけ 

本 市 では、法 の規 定 に加 えて動 物 の健 康 及 び安 全 の保 持 、動 物 による人 の生 命 、身 体 、財

産 等 への侵 害 や生 活 環 境 の被 害 を防 止 することを目 的 として「川 崎 市 動 物 の愛 護 及 び管 理 に

関 する条 例 」及 び「川 崎 市 動 物 の愛 護 及 び管 理 に関 する条 例 施 行 規 則 」を制 定 し、動 物 の飼 い

主 に対 する指 導 その他 必 要 な措 置 について規 定 しています。 

３ 法 改 正 の背 景  

○動 物 取 扱 業 者 の不 適 正 飼 養 問 題 の顕 在 化  

（ペット市 場 の拡 大 による、劣 悪 な飼 育 環 境 での多 頭 飼 育 や幼 齢 動 物 の販 売 等 ） 

○動 物 愛 護 の気 風 の高 まりによる動 物 の殺 処 分 ゼロを目 指 した終 生 飼 養 への取 組 の強 化  

○東 日 本 大 震 災 の経 験 を踏 まえた被 災 動 物 への救 護 対 策 の構 築 の必 要 性  

⇒動物の適正な飼養及び保管を推進する必要性の高まり 

４ 法 改 正 の主 な内 容  

対象 改正項目 改正内容 条例委任

業
者 

動 物 取 扱 業

の適 正 化  

(1) 現 行 の「動 物 取 扱 業 」を「第 一 種 動 物 取 扱 業 」（営 利 ）と

し、このうち犬 猫 等 を販 売 する「犬 猫 等 販 売 業 」に係 る特

例 を創 設 （犬 猫 等 健 康 安 全 計 画 、獣 医 師 等 との連 携 、終

生 飼 養 の確 保 等 の義 務 付 け） 

  

(2) 第 二 種 動 物 取 扱 業 （非 営 利 ）の創 設    

飼
い
主 

１  動 物 の 愛

護 ・ 適 正

飼 養 の 推

進  

(1)  遺 棄 ・虐 待 の防 止 （法 の目 的 に遺 棄 防 止 を追 加 、虐 待

発 見 時 の獣 医 師 による通 報 の努 力 義 務 規 定 の追 加 ） 

  

(2)  飼 い主 の努 力 義 務 の追 加 （動 物 の逸 走 防 止 対 策 、終

生 飼 養 、繁 殖 制 限 の追 加 ） 

  

２  多 頭 飼 育

の適 正 化  

(1)  多 頭 飼 育 に起 因 する生 活 環 境 被 害 、虐 待 事 例 を明 確

化 し勧 告 ・命 令 ・罰 則 の追 加  

  

(2)  多 頭 飼 育 の届 出 制 度 を条 例 により創 設 できる規 定 の追

加  

有 

今後検討

自
治
体 

１  犬 及 び 猫

の引 取 り 

(1)  自 治 体 が犬 及 び猫 の引 取 りを拒 否 できる事 由 を省 令 で

明 記 （自 治 体 が引 取 りを拒 否 できる事 由 を条 例 等 で追 加

可 能 ） 

有 

今回規定

5(3)イ (ｱ)

(2) 引 き取 った動 物 の返 還 ・譲 渡 の努 力 義 務 規 定 の追 加    

２ 災 害 対 策  (1)  災 害 時 の動 物 に係 る施 策 を都 道 府 県 が定 める動 物 愛

護 管 理 推 進 計 画 の項 目 に追 加  

  

そ
の
他

罰 則 の強 化  (1) 虐 待 の具 体 的 事 例 の明 記    

(2)  愛 護 動 物 の虐 待 、遺 棄 、無 登 録 動 物 取 扱 業 、無 許 可

特 定 動 物 飼 養 者 等 への罰 則 強 化  

  

 

 

５  条 例 等 の改 正 内 容 について  

(1)基 本 的 な考 え方  

○法 改 正 に伴 う所 要 の整 備 を行 います。 

○法 改 正 の趣 旨 や本 市 の課 題 を踏 まえ、動 物 の愛 護 と適 正 飼 養 をより一 層 推 進 します。 

 

(2) 動 物 行 政 の課 題 と、独 自 規 定 の方 向 性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(3) 条 例 等 改 正 の主 な内 容  

○下線は手数料に係る規定のためパブリックコメントの対象とならない。 

ア 飼 い主 に対 する適 正 飼 養 の指 導 強 化  

(ｱ)  動 物 の逸 走 防 止 対 策 、感 染 症 予 防 、災 害 対 策 、飼 い猫 の屋 内 飼 養 など飼 い主 の努 力 義

務 を追 加 （独 自 ） 

(ｲ) 動 物 の健 康 安 全 の保 持 、環 境 の確 保 について市 が勧 告 ・命 令 できる規 定 を追 加 （独 自 ） 

※ 多 頭 飼 育 の届 出 制 度 については、実 態 把 握 、課 題 抽 出 等 を行 い今 後 検 討  

イ 動 物 の殺 処 分 ゼロを目 指 した終 生 飼 養 への取 組 の強 化   

(ｱ)  動 物 の終 生 飼 養 を推 進 するため、市 による引 取 りの拒 否 の要 件 （第 一 種 動 物 取 扱 業 から

の引 取 り等 ）について規 定 （法 、省 令 の規 定 に加 え市 の独 自 要 件 を規 定 ） 

(ｲ)  犬・猫以外の動物の市による引取り及び譲渡についての規定を追加 （独 自 ） 

(ｳ)  引 き取 る動 物 の健 康 状 態 、飼 育 環 境 の確 認 等 、必 要 な業 務 量 の増 加 に伴 い引 取 り手 数

料 を増 額 （独 自 ） 

ウ 動 物 に係 る調 査 や保 護 等 の緊 急 対 応 の実 施  

(ｱ )  動 物 に係 る調 査 や保 護 を迅 速 に実 施 するため動 物 愛 護 指 導 員 の立 入 検 査 範 囲 を拡 大

（独 自 ） 

エ その他  

(ｱ) 法 改 正 に伴 い、用 語 の定 義 や文 言 を整 理 するとともに必 要 な様 式 等 を規 定  

(ｲ) 条 例 の目 的 に「人 と動 物 の共 生 する社 会 の実 現 」を追 加  

(ｳ )  動 物 取 扱 責 任 者 資 格 認 定 について、本 市 では認 定 試 験 を実 施 しないため、関 連 する手

数 料 の規 定 を削 除  

※ 第 一 種 動 物 取 扱 業 の登 録 手 数 料 の扱 いについては、今 後 発 出 される政 省 令 を踏 まえ条 例

改 正 手 続 きまでに判 断 する。 

※ 第 二 種 動 物 取 扱 業 については手 数 料 を徴 収 しない。  

【動 物 行 政 の課 題 】 
 

○少 子 高 齢 化 に伴 い動 物 を飼 う家 庭 の増 加  

○動 物 に起 因 する生 活 環 境 の被 害 の増 加  

○動 物 の不 適 正 な飼 養 に起 因 する苦 情 相 談

の増 加  

 

○動 物 愛 護 の気 風 の高 まりによる動 物 の殺 処

分 に対 する社 会 的 な関 心 の高 まり 

 

○動 物 に対 する虐 待 事 例 の発 生  

【独 自 規 定 の方 向 性 】 

 
ア 飼 い主 に対 する適 正 飼 養 の指 導 強 化  

 

 

 

 

イ  動 物 の殺 処 分 ゼ ロを目 指 した終 生 飼 養

への取 組 の強 化  

 

ウ 動 物 に係 る調 査 や保 護 等 の緊 急 対 応 の

実 施  
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川崎市動物の愛護及び管理に関する条例等の改正について 

－市民の皆様から御意見を募集します－ 

 

 

「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成２５年９月１日に改正される予定です。 

法改正の趣旨や本市の課題を踏まえ、動物の愛護と適正飼養の推進を図るため「川崎市動物の

愛護及び管理に関する条例」等を改正しますので、市民の皆様からの御意見を募集します。 

 

 

１ 施行時期 

  平成２５年９月１日（予定） 

 

２ 募集期間 

  平成２５年２月１４日（木）～３月１５日（金） 

 

３ 配布場所 

  川崎市役所第３庁舎４階（健康安全室生活衛生担当）、川崎市役所第３庁舎２階（情報プラ

ザ）、各区役所（市政資料コーナー） 

＊ 川崎市のホームページ「意見公募」のページでも御覧いただけます。 

 

４ 意見の提出方法 

  郵送、持参、ＦＡＸ、電子メールでお寄せください。 

御意見には、必ず、「題名」「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）」及び

「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を明記してください。 

 【郵送先・持参先】 

   健康福祉局健康安全室生活衛生担当 

   〒２１０－８５７７ 川崎区宮本町１番地 

 【ＦＡＸ】 

   ０４４－２００－３９２７（生活衛生担当ＦＡＸ） 

 【電子メール】 

   川崎市ホームページの「意見公募」にアクセスし、手順に従って御提出ください。 

 

５ 意見の締め切り 

平成２５年３月１５日（金）（郵送は、当日消印有効） 

ただし、持参の場合には、３月１５日（金）の１７時１５分までとします。 

 

６ 注意事項 

  お寄せいただいた御意見について、個別に回答はいたしませんが、御意見をまとめた上で

川崎市の考え方と合わせてホームページ及び上記の資料閲覧場所にて公表します。 

 

７ 問い合わせ先 

  健康福祉局健康安全室生活衛生担当 

  電話：０４４－２００－２４４８  ＦＡＸ：０４４－２００－３９２７ 

資料２

１



川崎市動物の愛護及び管理に関する条例等の改正について 

 
１ 改正の趣旨 

 「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成２５年９月１日に改正される予定で、動物取扱業に対

する規制の強化及び動物の飼い主等に係る責務の追加、動物に係る罰則の強化など動物の愛護と適正

飼養について更なる推進が図られることになります。 

 また、本市においても、動物を飼う家庭の増加に伴い、動物に起因する生活環境の被害や不適正な

飼養に起因する苦情相談の増加等が課題となっています。 

 法の改正に対応するとともに、本市における動物に係る課題を解決するため「川崎市動物の愛護及

び管理に関する条例」等を改正します 

 

２ 条例等改正の基本的な考え方 

 ○法改正に伴う所要の整備を行います。 

 ○法改正の趣旨や本市の課題を踏まえ、動物の愛護と適正飼養をより一層推進します。 

 

３ 条例等改正の主な内容    

（１）飼い主に対する適正飼養の指導の強化  

・動物の逸走防止対策、感染症予防、災害対策、飼い猫の屋内飼養など飼い主の努力義務を追加し  

 ます。 

・動物の健康安全の保持、環境の確保について市が勧告・命令できる規定を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飼い主に対する適正飼養指導の強化案（太字・・これまでの基準に追加予定の項目） 

１．飼い主の遵守事項 

(1) 動物の習性及び生理を理解し、責任を持って飼養又は保管をするとともに、その健康及び安全の保

持をすること。 

(2) 畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生にわたり飼養するよう努めるとともに、や

むを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよ

う努めること。 

(3) 動物の種類、習性等に適した飼養又は保管を行うための環境を確保すること。    

(4) 動物が繁殖して適正な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合に

は、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講ずること。 

(5) 動物の逸走を防止するための措置を講ずるよう努めるとともに、動物が逃げ出した場合又は行方が

分からなくなった場合は、自らの責任において捜索し、収容に努めること。 

(6) 動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な措置を講ずるよ

うに努めること。 

(7) 地震、水害その他の災害の発生に備え動物の適正な飼養のための準備を行い、災害が発生した場合

には必要な措置を講ずるよう努めること。 

(8) 動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により、人に迷惑をかけないように飼養又は保管

をすること。 

(９) 動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷することのないように飼

 養又は保管をすること。 
２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動物の殺処分ゼロを目指した終生飼養の取組の強化 

  動物の終生飼養を推進するため、市による引取りの拒否の要件について、省令による条例等へ

の委任が予定されていることから、法律や省令の規定に加え市の独自要件を規定します。なお、

本市は、法で規定されている犬・猫以外の動物についても、従前より引取りを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引取りを行った犬猫以外の動物（鶏・うさぎ・はと・あひる等）についても適正に飼養すること

ができる方に譲り渡しを実施します。 

参考【法・省令案（第３５回中央環境審議会動物愛護部会資料より抜粋）の規定】 

① 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合（法定事項） 

② 犬や猫の引取りを繰り返し求められた場合（省令） 

③ 子犬や子猫の引取りを求められた場合であって繁殖制限措置を講じる旨の指導に応じない場合（省令）

④ 犬・猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬・猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取り

を求められた場合（省令） 

⑤ 犬や猫の引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合（省令） 

⑥ その他法７条第４項の規定（終生飼養）の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められ

る場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合（省令） 

 

【本市独自の引取り拒否要件の規定】 

① 犬猫等販売業者に加え第一種動物取扱業からの引取りを求められた場合 

② 犬・猫以外の動物（鶏・うさぎ・はと・あひる等）について終生飼養の趣旨に照らして引取りを

求める相当の事由がないと認められる場合 

③ その他市長が引取りを求める相当の事由がないと認める場合 

(10) 汚物等を適正に処理することにより、動物の飼養又は保管のための施設の内外を清潔にし、悪臭

又は昆虫等の発生を防止すること。 

(11) 動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養又は保管をすること。 

２．犬を飼養又は保管をする場合の追加遵守事項 

(１) 人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼い犬を係留しておくこと。ただし、次に掲げる場

合は、この限りでない。 

ア 警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合 

イ 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる

場合 

ウ 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させる場合 

エ その他規則で定める場合 

(２) 飼い犬の種類、習性等に応じた日常運動をさせること。 

(３) 適正な飼養又は保管ができるように飼い犬をしつけること。 

(４) その他規則で定める事項。 

３．猫を飼養又は保管する場合の追加遵守事項 

猫の飼い主は、飼い猫の健康及び安全の保持並びに生活環境保全の観点から、飼い猫の屋内飼養に努

めなければならない。 

４．勧告・措置命令 

 １．飼い主の遵守事項(9)～(11)、２．犬の飼い主の遵守事項（１）の規定に違反していると認めると

きに加え、１．飼い主の遵守事項(1)及び(3)の規定に違反していると認めるときも、勧告及び措置命令

を行う。 

３



 

（３）動物に係る調査や保護等の緊急対応の実施 

  動物に係る調査や保護を迅速に実施するため動物愛護指導員の立入検査範囲を拡大し「その他  

 関係のある場所」等にも立ち入りできることとします。 

 

（４）その他 

・条例の目的に「人と動物の共生する社会の実現」を追加します。 

 ・動物取扱責任者資格認定について、本市では認定試験を実施しないため、関連する手数料の規定  

 を削除します。 

 

４ 施行時期 

平成２５年９月１日（予定） 

４
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   川崎市動物の愛護及び管理に関する条例 

 

目次  

 第１章 総則（第１条～第４条） 

 第２章 動物の適正な取扱い（第５条～第８条） 

 第３章 野犬等の収容等（第９条～第１３条） 

 第４章 勧告及び命令（第１４条・第１５条） 

 第５章 雑則（第１６条～第２１条） 

 第６章 罰則（第２２条～第２６条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１

０５号。以下「法」という。）の規定に基づき動物の健康及び安全の保持に

ついて必要な措置を講じ、市民の間に動物愛護の気風を高めるとともに、動

物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の汚染を防止

することを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 市民は、動物に対して愛護の心情を持ち、虐待又は遺棄をすることな

く、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うよう

にしなければならない。 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

参考資料
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（１）動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 

（２）飼い主 動物の飼養又は保管をする者をいう。 

（３）飼い犬 飼い主のある犬をいう。 

（４）野犬 飼い主のない犬をいう。 

（５）係留 動物を、固定したものに丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入

れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容しておくことをいう。 

（６）特定動物 法第２６条第１項に規定する特定動物をいう。 

 （指導、助言及び普及啓発） 

第４条 市長は、動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身

体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の汚染を防止するため必要が

あると認めるときは、その飼い主に対し、必要な指導又は助言をするものと

する。 

２ 市長は、動物の飼養相談に応ずるとともに、適正な飼養に関する知識の普

及啓発に努めるものとする。 

 

   第２章 動物の適正な取扱い 

 （飼い主の遵守事項） 

第５条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）動物の習性及び生理を理解し、責任を持って飼養又は保管をするととも

に、その健康及び安全の保持に努めること。 

（２）畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生にわたり飼養す

るよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合に

は、自らの責任において、新たな飼い主を見つけるよう努めること。 

（３）動物の種類、習性等に適した飼養又は保管の場所を確保すること。 

（４）動物が繁殖して適正な飼養の機会を与えることが困難となるようなおそ
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れがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする

手術その他の措置を講ずること。 

（５）動物が逃げ出した場合又は行方が分からなくなった場合は、自らの責任

において捜索し、収容に努めること。 

（６）動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により、人に迷惑をか

けないように飼養又は保管をすること。 

（７）動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損

傷することのないように飼養又は保管をすること。 

（８）汚物等を適正に処理することにより、動物の飼養又は保管のための施設

（以下「飼養施設」という。）の内外を清潔にし、悪臭又は昆虫等の発生

を防止すること。 

（９）動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養又は保管をす

ること。 

２ 前項各号に掲げる事項のほか、犬を飼養又は保管をする場合は、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

（１）人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼い犬を係留しておくこ

と。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

  ア 警察犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合 

  イ 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で確実に保持して

移動させ、又は運動させる場合 

  ウ 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させる場合 

  エ その他規則で定める場合 

（２）飼い犬の種類、習性等に応じた日常運動をさせること。 

（３）適正な飼養又は保管ができるように飼い犬をしつけること。 

（４）その他規則で定める事項 
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 （緊急時の措置） 

第６条 特定動物の飼い主は、その特定動物が飼養施設から脱出したときは、

直ちに市長その他関係機関に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当

該特定動物を捕獲する等人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するた

めに必要な措置をとらなければならない。 

２ 市長は、飼い主から特定動物が飼養施設から脱出した旨の報告を受けたと

きは、関係機関に協力を依頼し、当該特定動物を捕獲する等人の生命、身体

又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるものとする。 

 （標識） 

第７条 犬の飼い主は、その係留場所の門戸その他他人の見やすい箇所に、規

則で定めるところにより、犬の飼養又は保管をしている旨の標識を掲示しな

ければならない。 

 （事故届） 

第８条 特定動物又は犬の飼い主は、その特定動物又は犬が人の生命、身体又

は財産に害を加えたことを知ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

 

   第３章 野犬等の収容等 

 （野犬等の収容） 

第９条 市長は、その職員に野犬及び第５条第２項第１号の規定に違反して係

留されていない飼い犬（以下「野犬等」という。）を捕獲し、収容させるこ

とができる。 

２ 職員は、捕獲しようとして追跡中の野犬等がその飼い主又はその他の者の

土地、建物等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認

めるときは、合理的に必要と判断される限度においてその場所（住居を除く
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。）に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わる

べき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。 

３ 何人も、捕獲した野犬等を逃がし、捕獲のために設置した器具を移動し、

又は損傷する等野犬等の捕獲を妨害してはならない。 

４ 職員は、野犬等の捕獲に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し

、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 （収容した野犬等の取扱い） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主

が判明しているものについてはその犬の飼い主に引き取るべき旨を通知し、

飼い主が判明していないものについてはその旨を、規則で定めるところによ

り、２日間公示しなければならない。 

２ 前項の規定による通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日までにその

犬を引き取らなければならない。 

３ 市長は、犬の飼い主が第１項に規定する公示の期間の満了の日の翌日又は

前項に規定する期日までに引き取らないときは、その犬を処分することがで

きる。ただし、やむを得ない理由によりこれらの期日までに引き取ることが

できない飼い主がその旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、

その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 

４ 前３項の規定は、法第３５条第２項の規定により引き取った犬及びねこ並

びに法第３６条第２項の規定により収容した犬、ねこ等の動物について準用

する。 

 （野犬等の掃討） 

第１１条 市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加える

おそれがあり、かつ、通常の方法による捕獲が困難であると認めるときは、

区域及び期間を定め、薬物を使用して掃討することができる。 
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２ 市長は、前項の規定により野犬等を掃討しようとするときは、前項の区域

及びその区域の付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周

知させなければならない。 

３ 何人も、第１項の規定により市長が野犬等を掃討するために配置した薬物

入りのえさを移動し、捨て、埋める等野犬等の掃討を妨害してはならない。 

 （犬又はねこの引取り等） 

第１２条 市長は、法第３５条第１項又は第２項の規定により犬又はねこの引

取りを求められたときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、それ

を引き取るために必要な指示をすることができる。 

 （犬、ねこ等の動物の引渡し） 

第１３条 市長は、法第３５条第１項又は第２項の規定により引き取った犬及

びねこ、法第３６条第２項の規定により収容した犬、ねこ等の動物並びに第

９条第１項の規定により収容した犬を適正に飼養することができると認めら

れる者に引き渡すことができる。 

２ 前項の引渡しを希望する者は、あらかじめ市長に申し出なければならない

。 

 

   第４章 勧告及び命令 

 （勧告） 

第１４条 市長は、飼い主が第５条第１項第７号から第９号までの規定に違反

していると認めるときは、当該飼い主に対し、人の生命、身体若しくは財産

に対する侵害又は生活環境の汚染を防止するために必要な措置をとるよう勧

告することができる。 

２ 市長は、犬の飼い主が第５条第２項第１号の規定に違反していると認める

ときは、当該飼い主に対し、当該飼い犬を適正に係留するよう勧告すること
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ができる。 

３ 市長は、犬の飼い主が第７条の規定に違反していると認めるときは、当該

犬の飼い主に対し、標識を掲示するよう勧告することができる。 

４ 市長は、人の生命、身体又は財産に害を加えた飼い犬の飼い主に対し、飼

い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかけ、飼い犬をおりに入れ、又は

飼い犬を殺処分する等の措置をとるよう勧告することができる。 

 （措置命令） 

第１５条 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わな

いときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

２ 前項の規定による措置命令を受けた飼い主は、指定された期日までに命ぜ

られた措置をとらなければならない。 

 

   第５章 雑則 

 （立入検査等） 

第１６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、飼い

主の土地、建物又は船車内に立ち入り、飼養施設、飼養施設のある場所若し

くは飼い犬の係留場所を検査させ、飼い主から資料を提供させ、又は関係者

に質問させることができる。 

２ 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 

 （動物愛護指導員） 

第１７条 法第２４条第１項及び第３３条第１項並びに前条第１項の規定によ
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る立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるために、動

物愛護指導員を置く。 

２ 動物愛護指導員は、市長が定める。 

 （かわさき犬・ねこ愛護ボランティア） 

第１８条 市長は、かわさき犬・ねこ愛護ボランティアを市民から募り、動物

の愛護と適正な飼養に関する自主的な活動を支援するものとする。 

 （手数料） 

第１９条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額の手数料を徴収する。 

（１）法第１０条第１項の規定に基づく動物取扱業の登録の申請に対する審査 

１種別につき １５，０００円 

（２）法第１３条第１項の規定に基づく動物取扱業の登録の更新の申請に対す

る審査 １種別につき ７，５００円 

（３）法第１４条第１項又は第２項の規定に基づく動物取扱業の登録に係る事

項（法第１０条第２項第４号から第６号までに掲げる事項に限る。）の変

更の届出に対する審査 １件につき ７，５００円 

（４）法第２２条第３項の規定に基づく動物取扱責任者研修の実施 １人につ

き１回 １，０００円 

（５）法第２６条第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請

に対する審査 １種類につき ３３，３２０円 

（６）法第２６条第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可を受け

た者が、当該許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の特定動物の飼養

又は保管の許可を受けようとする場合の申請に対する審査 １種類につき 

１６，６６０円 

（７）法第２８条第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可に係る
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事項の変更の許可の申請に対する審査 １件につき １６，６６０円 

（８）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成１８年環境省令第１号

）第３条第１項第５号ハの規定に基づく動物取扱責任者資格認定試験（当

該試験のための動物取扱責任者資格認定講習会を含む。）の実施 １人に

つき１回 ４，０００円 

（９）動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第３条第１項第５号ハの規定

に基づく動物取扱責任者資格認定証の交付 １件につき １，０００円 

（10）前号の動物取扱責任者資格認定証の書換え交付 １件につき ５００円 

（11）第９号の動物取扱責任者資格認定証の再交付 １件につき ５００円 

（12）犬、ねこ、鶏その他の規則で定める動物の引取り 

  ア 生後９１日以上 １頭、１匹又は１羽につき ２，０００円 

  イ 生後９１日未満 １頭、１匹又は１羽につき ４００円 

２ 前項の手数料は、申請の際、申請をする者から徴収する。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の手数料を減額し、又は免

除することができる。 

（１）官公署からの申請によるとき。 

（２）その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。 

４ 既納の手数料は、還付しない。 

 （費用の負担） 

第２０条 法第３５条第２項の規定により引き取られた犬若しくはねこ、法第

３６条第２項の規定により収容された犬、ねこ等の動物又は第９条第１項の

規定により収容された飼い犬の返還を求める者は、収容中の保管の費用及び

返還に要する費用を負担しなければならない。 

 （委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は
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、規則で定める。 

 

   第６章 罰則 

第２２条 第１５条第１項の規定による措置命令（第１４条第１項（第５条第

１項第９号の規定に違反している場合に限る。）、第２項又は第４項の規定

に係る措置命令に限る。）に違反した者は、３００，０００円以下の罰金に

処する。 

第２３条 第１６条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

資料の提供を拒み、若しくは虚偽の資料を提供し、又は質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、２００，０００円以下の罰金に処す

る。 

第２４条 第１５条第１項の規定による措置命令（第１４条第１項（第５条第

１項第７号又は第８号の規定に違反している場合に限る。）の規定に係る措

置命令に限る。）に違反した者は、１００，０００円以下の罰金に処する。 

第２５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の罰金に

処する。 

（１）第８条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（２）第９条第３項又は第１１条第３項の規定に違反した者 

第２６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、前４条の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 
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 （川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例の廃止） 

２ 川崎市飼い犬等の飼養管理に関する条例（昭和４８年川崎市条例第３２号

。以下「旧市条例」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現に神奈川県動物保護管理条例（昭和５４年神奈川県

条例第３５号。以下「県条例」という。）第１３条の規定による届出をして

いる者は、第６条の規定による届出をした者とみなす。 

４ この条例の施行の際現に県条例第６条第１項又は第９条第１項の規定によ

る許可を受けている者は、第８条第１項又は第１１条第１項の規定による許

可を受けた者とみなす。 

５ この条例の施行の際現に県条例第１１条の規定による承認を得ている者は

、第１３条の規定による承認を得た者とみなす。 

６ この条例の施行の際現に県条例第２１条第１項の規定により収容されてい

る犬は、第２０条第１項の規定により収容された犬とみなす。 

７ この条例の施行の日前に旧市条例又は県条例の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の

相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

８ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

   附 則（平成１２年１０月２日条例第５０号） 

 この条例は、平成１２年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年１２月２１日条例第６８号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項第

１号の改正規定（同条を第１３条とする部分を除く。）は、同年１月６日か
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ら施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法

律第１０５号）第８条第１項の規定による届出がされている者（動物の保護

及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成１１年法律第２２１号）

附則第４条第１項の規定による届出がされている者を含む。以下同じ。）は

、改正後の条例（以下「新条例」という。）第６条第１項の規定による届出

をした者とみなす。 

３ 前項の規定により新条例第６条第１項の規定による届出をした者とみなさ

れた者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して１

年以内に、飼養施設を設置する事業所ごとに新条例第１２条第１項に規定す

る動物取扱主任者を置き、規則で定めるところにより、市長に当該動物取扱

主任者の氏名及び住所を記載した書面を提出しなければならない。 

４ 附則第２項の規定により新条例第６条第１項の規定による届出をした者と

みなされた者は、施行日から起算して１年以内に、規則で定めるところによ

り、新条例第７条第１項に規定する確認検査を受けなければならない。この

場合において、新条例第３６条第２項の規定は、適用しない。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、２００、０００円以下の罰金に処す

る。 

（１）附則第３項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面に虚偽の記

載をして提出した者 

（２）前項の規定による確認検査を受けなかった者 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 
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７ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

。 

   附 則（平成１３年３月２９日条例第４号） 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月２３日条例第１９号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年６月１日から施行する。ただし、附則第７項の規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律

第６８号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項の規定により改正法

による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和４８年法律第１０５

号。以下「新法」という。）第１０条第１項の登録を受けないでも、引き続

き同項に規定する動物取扱業を営むことができる者（以下「旧動物取扱業者

」という。）に係る改正前の条例（以下「旧条例」という。）第８条第１項

及び第２項並びに第９条の規定による届出については、なお従前の例による

。 

３ 旧動物取扱業者に係る旧条例第１２条第１項に規定する動物取扱主任者に

ついては、同条の規定は、なおその効力を有する。 

４ 旧動物取扱業者が改正法附則第４条第１項の規定により新法第１０条第１

項の登録を受けないでも、引き続き営むことができる同項に規定する動物取

扱業について同項の規定に基づく登録の申請をした場合は、改正後の条例（

以下「新条例」という。）第１９条第１項第１号の規定にかかわらず、手数

料を徴収しない。 

５ 改正法附則第５条第１項の規定により新法第２６条第１項の許可を受けな
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いでも、引き続き同項に規定する特定動物の飼養又は保管を行うことができ

る者（以下「旧特定動物飼養者」という。）に係る旧条例第１７条の規定に

よる届出については、なお従前の例による。 

６ 旧特定動物飼養者が改正法附則第５条第１項の規定により新法第２６条第

１項の許可を受けないでも、引き続き飼養又は保管を行うことができる同項

に規定する特定動物について同項の規定に基づく許可の申請をした場合は、

新条例第１９条第１項第５号の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。 

７ 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成１７

年政令第３９０号）附則第２条第１項の規定に基づく許可の申請については

、新条例第１９条の規定の例により、手数料を徴収する。 

８ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２４年３月１９日条例第１２号） 

 この条例は、平成２４年６月１日から施行する。 


